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 【目 標】 

 『地域住民の力を結集した共助社会の構築』 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会 

 



事  業  方  針 

 

１．平成２８年度に策定した第３次船橋市地域福祉活動計画「支え合いのまちづくりプラ

ン」が５年度目を迎え、取り組むべき重要課題として掲げた４項目「地域包括ケアシス

テムの構築」（生活支援・助け合い活動の推進）、「安心登録カード事業の推進」、「ボラン

ティアの確保・充実」、「災害時における支援体制の構築」について積極的に取り組むと

ともに、国が提案する「地域共生社会※」の構築を目指して、市や関係機関・団体との

連携強化に努めてまいります。 

 

２．ひとり暮らし高齢者などが、住み慣れた地域で安心して住み続けるために、「住まいる

サポート船橋」を窓口とする住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居支援を行う「居

住支援事業」の推進を図ります。 

 

３．認知症高齢者や障がい者などの身上監護や財産管理を行うことにより、「電話で詐欺」

などの犯罪や不当な契約などから財産を守る「権利擁護事業」の充実に向けて取り組ん

でまいります。 

 

４．近年、自然災害において大きな被害を受ける中、地域住民に対する支援体制の構築に

ついては、地域住民同士の支え合い・助け合いによる「顔の見える関係」が不可欠であ

ることから、町会・自治会、民生委員・児童委員、ボランティアなどの関係機関・団体

と市社協・地区社協がさらなる連携を深め、支援体制の構築を目指してまいります。 

 

以上のことを踏まえ、令和２年度は下記の重要課題に取り組みます。 

１）地域包括ケアシステムの構築 

２）「安心登録カード事業」の推進 

  ３）「ボランティア」の確保・充実 

  ４）災害時における支援体制の構築 

  ５）生活困窮者自立支援への取り組み 

６）成年後見利用促進事業（権利擁護事業）の検討 

 

※「地域共生社会」 

制度や分野ごとの「縦割り」や「支え手と受け手」という関係を超えて、地域住民や多様な

関係機関・団体などが参画し、人と人、人と社会資源が世代や分野を超えてつながることによ

り、地域住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を目指すもの 



令和２年度 事業実施計画 

 

１ 社会福祉事業 

⑴ 法人運営 

 

 

 

事業項目 内    容 

市社協の運営基盤強化と自主

財源の確保 

評議員会の開催 

三役会・理事会の開催 

監事による監査の実施 

 

会員募集：町会・自治会、個人、団体、企業へ会費納入協力

の促進及び新規開拓（新規町会・自治会への説

明）、会員未加入町会・自治会への加入協力依頼、

賛助会員・特別会員の増加 

寄附金 ：市民の理解促進 

馬込斎場売店運営事業（令和３年２月末で終了予定） 

自動販売機事業 

 

組織体制基盤強化 事務局組織の再編 

定期人事異動 

人材育成・職員研修 

 

広報啓発 

情報発信 

「ふなばし福祉」の発行 

ホームページによる情報提供 

ＳＮＳによる情報発信の検討 

 

個人情報保護 個人情報保護規程に基づく適正管理の強化 

法令順守の徹底 

チェック体制の維持強化 

事務及び事業の検証 

チェック体制の検証と維持強化 

 

関係機関・団体との連携強化 町会・自治会、民生委員・児童委員、主任児童委員、ボラン

ティア連絡協議会、福祉関係施設、ＮＰＯ、その他関係機関・

団体との連携強化 

 

福祉サービス利用者の保護 第三者委員会の運営 

 

社会福祉相談援助実習生受入 社会福祉相談援助実習生の受け入れ、指導 

災害時における支援体制の構

築 

災害発生時の初動体制の整備 

災害ボランティアセンター設置運営に向けた体制の整備 

 

 

地域福祉活動計画 地域福祉活動計画推進委員会の開催 



⑵地域福祉の推進 

事業項目 内    容 

地域包括ケアシステムの構築 

《生活支援体制整備事業》 

 

 

《居住支援事業》 

 

生活支援体制整備（たすけあいの会ネットワーク情報交換

会の開催など） 

（仮称）生活支援協議会の設置 

居住支援協議会の運営 

居住支援サービスの実施 

講演会・事例検討会の実施 

 

安心登録カード事業の推進 

《安心登録カード事業》 

 

 

「安心登録カード事業」の推進 

「避難行動要支援者支援事業」（市）との連携 

事業の周知 

 

《「お休み処」の運営》 高齢者、障がい者、子育て中の親子などが気軽に利用できる

場の運営 

『ホッところ咲が丘』 

『ほっとスクエア夏見』 

 

地域福祉推進の基盤としての

地区社協の充実強化 

《活動拠点整備事業》 

地区社会福祉協議会の事業・活動の場の整備 

高根台地区『楽し荘』 

二和地区『なごみ』 

葛飾地区分室 

松が丘地区『どんぐり』 

宮本地区分室 

坪井地区『つぼい福祉交流館』 

習志野台地区（事務所兼用） 

 

《地区社会福祉協議会》 

地区社会福祉協議会会長会議 

 

地区社会福祉協議会会長会議の実施 

 

地区社会福祉協議会相談事業 地区社会福祉協議会において福祉相談を実施 

ミニデイサービス事業 虚弱あるいは引きこもりがちな高齢者などの事業への参加

促進 

 

ふれあい・いきいきサロン事

業 

高齢者などの仲間づくり、生きがいづくりの促進 

 

子育てサロン事業 子育て中の親子のふれあい交流・情報交換を促進 

ボランティア育成事業 ボランティア事業内容の相談、助言 

各種ボランティア養成講座の開催 

ボランティア同士の交流及び情報交換 

ボランティア活動のための組織づくり 

 

 



 

 

⑶ボランティアセンター 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域福祉まつり事業 公民館、学校、福祉施設などとの連携調整 

地区社協事業の地域住民への周知、相談・助言 

関係機関・団体とのネットワークづくりと協働 

 

広報啓発 地区社協だよりの発行 

ホームページの活用 

 

地区社協への支援 各地区社協が自主性をもとに、地域住民の福祉向上を図る

ための地区社協事業・活動の支援 

その他自主事業の実施 

 

地区社協事務局員（地域コー

ディネーター及び生活支援コ

―ディネーター）の資質の向

上 

 

事務局員等研修（全体・ブロック別）の実施 

関係機関・団体との連携強化 

 

事業項目 内    容 

ボランティアの確保・充実 

 

ボランティアセンターの運営 

ボランティア登録及び相談調整 

ボランティア連絡協議会との連携、情報交換、相談、助言 

ボランティア活動の情報提供（市民活動サポートセンター

との連携、ふなばし福祉・ホームページへの掲載） 

市民大学校との連携 

ボランティア講習会・研修会の開催 

ボランティア団体などとの情報交換、ネットワークづく

り、相談、助言、育成 

 

福祉教育の推進と支援強化 福祉教育推進指定校との連携及び活動支援（車椅子の体験

学習など） 

児童・生徒など年少期からの福祉の心の醸成 

中学生ボランティア養成講座の開催 

教育委員会、市担当部署との連携及び情報交換 

福祉読本の配布 

 

福祉用具等の貸し出し 車椅子、高齢者擬似体験用具、点字板、アイマスクなどの貸

し出し 

 



⑷受託事業（公益事業を除く） 

 

 

⑸福祉団体・生活困窮者などへの支援 

事業項目 内    容 

生活福祉資金貸付事業 

（千葉県社会福祉協議会事

業） 

貸付事業 

民生委員・児童委員との連携、協力 

低所得生活困窮者の自立促進 

償還滞納者に対する償還指導 

 

日常生活自立支援事業 

（千葉県社会福祉協議会事

業） 

日常生活自立支援事業『ぱれっと』の周知 

福祉サービスの利用援助 

生活支援員の確保 

弁護士など専門職との連携強化 

市民後見人の養成 

 

老人福祉センター運営事業 

（船橋市指定管理制度） 

老人福祉センターの管理運営 

『中央老人福祉センター』、『西老人福祉センター』 

 

事業項目 内    容 

生活困窮者自立支援への取組 

地区社会福祉協議会相談事業 

 

（P10再掲） 

 

生活福祉資金貸付事業 （P12再掲） 

 

福祉銀行貸付事業 生活困窮者などに福祉銀行資金を貸し付け 

 

法外交付金 緊急に支援を要する生活困窮者に法外交付金を交付 

 

日常生活自立支援事業 （P12再掲） 

 

法人後見事業の検討 

 

法人後見事業実施の検討 

（市担当部署との協議の継続） 

 

居住支援事業の推進 （P10再掲） 

 

配分金事業 

（歳末たすけあい・共同募金） 

配分金を必要な団体などに対する財政的支援 

 要保護世帯《歳末》 

 地域活動支援センターなど《歳末》 

 当事者団体《歳末》  

 住民参加型在宅福祉サービス（たすけあいの会）《歳末》 

 各種団体《共同募金》 

その他（災害ボランティアセンター資機材備蓄品など） 

 

在宅福祉サービス事業（助け

合い活動） 

たすけあいの会などの活動に助言 

たすけあいの会ネットワーク情報交換会の開催 

 



 

 

⑹共同募金事業 

 

 

⑺基金など 

 

 

２ 公益事業 

老人クラブ自動車借上料補助

事業 

老人クラブが、会員相互の親睦・教養向上のために自動車

（バス）を借り上げた場合の借り上げ料の一部補助 

 

一般貸切旅客自動車借上利用

事業 

福祉団体などが、利用者相互の親睦・教養向上のために自動

車（バス）を借り上げた場合の借り上げ料の一部補助 

 

社会福祉事業振興資金貸付事

業 

高齢者、障がい者施設及び保育施設の整備資金貸付と償還 

 

事業項目 内    容 

共同募金会船橋市支会事業 赤い羽根共同募金運動による募金の周知活動 

住民相互の助け合い活動を基本とした、「支え合いといた

わり合いの地域づくり」、「心豊かな住みよい福祉のまちづ

くり」を目指した地域配分金の効果的活用 

 

歳末たすけあい募金 要保護世帯をはじめ、地域住民による福祉活動や地域住民

が参加する福祉活動への適正配分 

市民の理解と協力を得るための募金の趣旨についての周知

活動 

 

事業項目 内    容 

ボランティア活動基金 ボランティア活動に要する資金に充てる 

 

地域福祉基金 地域福祉活動に要する資金に充てる 

生活支援基金 地域住民の平時の緊急時や大規模災害時などに要する資金

に充てる 

 

髙橋郁代災害基金 

 

大規模災害時及びその準備などに要する資金に充てる 

 

積立金 福祉事業準備積立金 

社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補填金 

収益事業助成金積立金 

 

事業項目 内    容 

老人クラブ自動車支援事業の

推進 

老人クラブ会員の教養を高めるための研修などのための大

型バス貸与 

 



 

 

３ 収益事業 

 

生活支援体制整備事業 （P10再掲） 

 

就労準備支援事業 生活習慣の形成、就職に向けた意欲の向上 

就職活動を行う準備として最低限必要なマナーの習得 

ボランティアコーディネート業務 

 

福祉リフトカー運行管理事業 在宅重度身体障がい者及び寝たきり高齢者などの通院、会

合などの用務のための利用 

 

市民後見人養成講座事業 市民後見人養成講座の実施 

 

地域協議会設置運営事業 地域協議会の設置・運営 

 

送迎バス活用事業 老人福祉センターバスを送迎バスとして活用（中央老人福

祉センター、西老人福祉センター） 

 

事業項目 内    容 

馬込斎場売店運営事業 （P9再掲） 

 

自動販売機事業 （P9再掲） 

 


